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直轄漁場整備事業における工事の安全対策について

第１ 目的

公共事業に係る工事の安全確保については、従前より、事業遂行上の重要課題として

積極的に取り組まれているところであるが、作業員の不注意等様々な原因により建設労

働災害の発生、特に死亡災害が依然として発生していることや、昨今の建設労働環境の

改善が強く要請されていることに鑑み、強力な安全確保を図ることが必要である。

工事の安全確保は、安全関係の規制の強化のみでは限界があることから、十分な効果

が期待できる総合的な対策が必要になっている。

ついては、下記のとおり直轄漁場整備事業にかかわる工事の総合的な安全対策を定め、

工事の安全確保に努めることとする。

第２ 基本的考え方

工事における総合的な安全確保を図るためには、発注者、設計者、施工業者、作業員

等、工事の関係者が各々の立場で自立的に安全を目指した対応を行うことが重要である。

総合的な安全確保のための基本的対策としては、次のことがあげられる。

（１）工事関係従事者の一人一人の安全認識を高める。

（２）経験と知識の豊かな技術者及び作業員が各々の責任において、自主的かつ協調的

に安全な施工が実施できる体制及び環境を整える。

（３）各現場毎の諸条件を十分に考慮した計画、設計を実施するとともに、工程の進捗

にともない生じる諸条件の変化に的確に対応しつつ適正な工期、工法及び費用のも

とに工事を実施する。

（４）安全確保にかかる努力に対して適正評価を与え、自主的な安全対策への環境整備

に配慮する。

第３ 具体的対策

第２に示した基本的考え方に対応するため以下に示す具体的対策を講ずることが必要

である。

（１）工事発注における安全配慮の充実

発注段階における安全面からの設計審査、施工条件の明示と安全対策に配慮した積

算の実施、技術的に困難な工事について技術力を有する建設業者の選定等を推進する。

また、工事の季節変動を少なくし熟練労働者の通年確保を図るとともに余裕のある

工期の設定を図るため、発注の平準化と工期の弾力化を推進する。

①安全確保上重要な工事については、設計審査委員会を設け、必要に応じ外部の経

験豊富な技術者等の意見を聞くなど、工事の安全性の観点から検討し、安全性を

考慮した設計を行う

②現場での安全対策の推進とその費用の適正な計上（安全教育費、事前検討経費等）



③施工条件の明示と条件の変化に対応した設計変更の徹底

④発注の平準化と工期の弾力化

⑤工事内容に応じた技術力を有する建設業者の選定、等

（２）事故防止のための体制強化等

調査・設計・施工管理に当たり、施工現場の意見を十分に把握し反映させることに

より、実行の上がる安全対策を充実させる。

①必要に応じて、設計を安全面から検討する場の設置

②工事関係者間における安全施工等の連絡体制を強化する連絡会議の設置

③事故原因を技術的に分析し、再発防止を図るための事故調査委員会の設置

④事故事例及び安全施工技術に係わる情報の分析とその活用、等

（３）技術指針等の整備及び技術開発の推進

技術開発の状況を踏まえ、技術指針等の改訂及び整備を随時行うとともに、安全確

保に資する施工技術の開発と普及を推進する環境整備を行う。

①漁港漁場関係工事共通仕様書等への一層の留意

②安全施工技術の開発と普及

③新技術活用のための条件整備

④民間技術力の積極的活用、等

（４）施工業者の施工管理体制の充実

安全管理の中心である施工業者における人材の育成及び確保を関係機関との協力の

もとに強く推進する。

また、施工体制の複雑化、施工技術、施工環境の変化等への速やかで確実な対応を

支援する。

①人材の確保と優良専門工事業者の育成

②総合工事業者と専門工事業者の役割と責任に応じた施工管理体制の充実を図るた

めの施工体制の整備

③総合工事業者と専門工事業者間の契約の適正化と情報交換の強化

④現場技術者の育成と技術力の向上

⑤現場作業員に対する教育の徹底強化、等

（５）工事関係者による自主的な安全対策の推進へ向けた環境整備

工事関係者の安全に対する努力を積極的に評価するなど、自主的な安全対策が推進

される環境を整備する。

①無事故業者の表彰

②発注者による安全施工能力を有する建設業者の選定

附則

この要領は、平成１９年１２月２６日から施行する。


